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年
金
記
録
の
訂
正
と
支
払
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

今
年
三
月
末
ま
で
、
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
対
し
「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
ハ
ガ
キ
を
送
っ
た
人
は
何
人
か
。

二

一
に
関
す
る
そ
の
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
照
会
で
、
「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
人
は
何
人
か
。

三

今
年
四
月
以
降
発
送
さ
れ
た
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
対
し
「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
ハ
ガ
キ
を
送
っ
た
人
は
何
人

か
。

四

一
か
ら
三
の
合
計
は
何
人
か
。

五

今
年
に
入
っ
て
、
再
裁
定
処
理
が
終
わ
っ
た
の
は
何
人
か
。

六

今
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
「
業
務
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
で
未
処
理
の
件
数
は
何
件
か
。

七

四
で
回
答
さ
れ
た
「
訂
正
あ
り
」
と
返
事
し
た
人
の
合
計
の
中
で
、
再
裁
定
が
必
要
な
の
は
何
件
か
。

八

七
の
う
ち
、
す
で
に
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
た
件
数
は
何
件
か
。
ま
だ
送
付
さ
れ
て
い
な
い
件
数
は
何
件
か
。

九

八
に
つ
い
て
、
ま
だ
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
て
い
な
い
案
件
の
書
類
は
、
現
在
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
な
ぜ
、
業
務
セ

ン
タ
ー
に
ま
だ
送
付
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
そ
の
原
因
の
列
挙
と
共
に
原
因
別
の
お
お
よ
そ
の
件
数
を
お
教
え
願
い
た
い
。

十

「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
人
に
つ
い
て
、
再
裁
定
が
行
わ
れ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
年
金
額
が
変
わ
る
か
否
か
は
、
何
ヶ

一



月
以
内
に
本
人
に
通
知
さ
れ
る
の
か
。

十
一

今
年
十
月
ま
で
に
、
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
対
し
「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
の
は
何
人
か
。

十
二

十
一
の
中
で
、
訂
正
さ
れ
、
す
で
に
正
し
い
年
金
を
受
け
取
っ
た
人
は
何
人
か
。

十
三

社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
、
記
録
を
訂
正
し
て
か
ら
、
そ
の
案
件
が
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
る
ま
で
に
平
均

何
ヶ
月
か
か
っ
て
い
る
か
。

十
四

社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
、
記
録
を
訂
正
し
て
か
ら
、
正
し
い
年
金
を
受
け
取
る
ま
で
に
平
均
何
ヶ
月
か
か
っ
て
い

る
か
。

十
五

十
二
月
十
五
日
に
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
記
録
を
訂
正
し
た
場
合
、
業
務
セ
ン
タ
ー
に
は
い
つ
頃
送
付
さ
れ
る
の

か
。
ま
た
正
し
い
年
金
を
い
つ
頃
受
け
取
れ
る
の
か
。

十
六

私
の
理
解
で
は
、
今
年
一
月
か
ら
十
月
ま
で
に
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
対
し
「
訂
正
あ
り
」
と
回
答
し
た
人
は
、
約

三
百
六
十
万
人
。
そ
の
う
ち
、
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
て
処
理
済
み
が
二
十
数
万
件
、
業
務
セ
ン
タ
ー
で
未
処
理
に

な
っ
て
い
る
の
が
十
月
現
在
で
七
十
数
万
件
。
つ
ま
り
、
約
三
百
六
十
万
件
の
う
ち
約
百
万
件
し
か
ま
だ
業
務
セ
ン
タ
ー
に

送
付
さ
れ
て
い
な
い
計
算
に
な
る
が
、
残
り
の
約
二
百
六
十
万
件
の
書
類
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
う
ち
、
年
金
記
録
確

二



認
第
三
者
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
の
は
何
件
か
。
本
人
に
「
年
金
額
は
変
わ
ら
な
い
」
と
す
で
に
通
知
し
た
の
は
何
件
か
。

す
で
に
正
し
い
年
金
と
未
払
い
年
金
が
本
人
に
支
払
わ
れ
た
の
は
何
件
か
。

右
質
問
す
る
。

三


